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年
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十
七
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縄
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一
・
二
八
沖
縄
「
建
白
書
」
の
管
理
に
関
す
る
質
問
主
意
書

私
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
九
日
付
で
「
オ
ス
プ
レ
イ
配
備
に
反
対
す
る
沖
縄
県
民
大
会
実
行
委
員
会
等
か
ら
提
出
さ

れ
た
『
建
白
書
』
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
以
下
、
質
問
主
意
書
と
い
う
）
を
提
出
し
、
同
年
二
月
七
日
付
で
政
府
答
弁
書

を
受
領
し
た
も
の
で
あ
る
。

私
は
、
質
問
主
意
書
に
お
い
て
、
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
八
日
に
提
出
さ
れ
た
オ
ス
プ
レ
イ
配
備
に
反
対
す
る
沖
縄
県
民

大
会
実
行
委
員
会
（
以
下
、
実
行
委
員
会
と
い
う
）
共
同
代
表
ら
の
連
署
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
宛
「
建
白
書
」
（
以
下
、

一
・
二
八
沖
縄
「
建
白
書
」
と
い
う
）
は
、
沖
縄
の
近
現
代
史
の
中
で
も
極
め
て
重
大
か
つ
歴
史
的
な
文
書
で
あ
る
と
指
摘
し

た
。平

成
二
十
六
年
十
一
月
十
六
日
に
施
行
さ
れ
た
沖
縄
県
知
事
選
挙
（
以
下
、
県
知
事
選
挙
と
い
う
）
で
、
当
時
、
実
行
委
員

会
共
同
代
表
の
一
人
と
し
て
一
・
二
八
沖
縄
「
建
白
書
」
を
取
り
ま
と
め
、
安
倍
総
理
に
直
接
手
交
し
た
翁
長
雄
志
前
那
覇
市

長
が
当
選
し
、
沖
縄
に
新
た
な
県
知
事
が
誕
生
し
た
。

翁
長
氏
は
、
か
か
る
県
知
事
選
挙
で
「
オ
ス
プ
レ
イ
の
配
備
を
直
ち
に
撤
回
す
る
こ
と
」
「
米
軍
普
天
間
基
地
を
閉
鎖
・
撤

去
し
、
県
内
移
設
を
断
念
す
る
こ
と
」
等
の
一
・
二
八
沖
縄
「
建
白
書
」
の
建
白
項
目
に
基
づ
き
、
オ
ス
プ
レ
イ
配
備
と
辺
野

一



古
新
基
地
建
設
反
対
を
公
約
に
掲
げ
、
そ
の
実
現
の
た
め
の
保
革
を
越
え
た
「
オ
ー
ル
沖
縄
」
の
立
場
を
明
確
に
県
民
に
示
し

て
当
選
し
た
の
で
あ
る
。

私
は
、
沖
縄
県
民
の
強
い
民
意
を
受
け
て
当
選
し
た
翁
長
新
知
事
誕
生
に
よ
っ
て
、
一
・
二
八
沖
縄
「
建
白
書
」
の
歴
史
的

価
値
及
び
そ
の
重
要
性
が
改
め
て
証
明
さ
れ
た
と
思
料
す
る
。
同
「
建
白
書
」
は
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
。
以
下
、
公
文
書
管
理
法
と
い
う
）
に
規
定
す
る
歴
史
公
文
書
等
に
該
当
し
、
国
立
公
文
書
館
等

に
移
管
の
上
、
保
存
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
文
書
で
あ
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

私
が
先
に
提
出
し
た
質
問
主
意
書
に
対
す
る
政
府
答
弁
書
（
以
下
、
政
府
答
弁
書
と
い
う
）
で
は
、
「
『
建
白
書
』
が
公

文
書
管
理
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
歴
史
公
文
書
等
に
該
当
し
、
国
立
公
文
書
館
等
に
移
管
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
存
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
に
防
衛
省
に
お
い
て
適
切
に
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
」
と
回
答
し
て
い

る
。

�

一
・
二
八
沖
縄
「
建
白
書
」
の
防
衛
省
に
お
け
る
保
存
期
間
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
満
了
す
る

と
伺
っ
て
い
る
が
、
防
衛
省
に
お
い
て
既
に
「
判
断
」
が
な
さ
れ
た
の
か
否
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二



�

当
該
「
判
断
」
を
行
っ
た
、
あ
る
い
は
今
後
行
う
こ
と
に
な
る
防
衛
省
の
機
関
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

当
該
「
判
断
」
が
な
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
結
果
を
明
示
し
た
上
で
、
い
か
な
る
検
討
過
程
を
経
て
「
判
断
」
に
至
っ
た

の
か
、
そ
の
理
由
、
決
定
日
時
、
決
裁
権
者
等
と
併
せ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

未
だ
「
判
断
」
に
至
っ
て
い
な
い
場
合
、
検
討
過
程
の
現
状
及
び
「
判
断
」
が
な
さ
れ
る
時
期
の
見
通
し
に
つ
い
て
防

衛
省
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

�

未
だ
「
判
断
」
に
至
っ
て
い
な
い
場
合
、
保
存
期
間
満
了
後
の
取
り
扱
い
と
し
て
（
一
）
廃
棄
処
分
（
二
）
防
衛
省
に

お
け
る
保
存
期
間
の
延
長
（
三
）
国
立
公
文
書
館
等
へ
の
移
管－

の
三
点
以
外
に
選
択
肢
は
あ
る
か
、
政
府
の
見
解
を
示

さ
れ
た
い
。

�

政
府
答
弁
書
に
い
う
「
歴
史
公
文
書
等
」
「
国
立
公
文
書
館
等
」
の
「
等
」
に
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
含

ま
れ
る
の
か
例
示
さ
れ
た
い
。

二

私
は
、
一
・
二
八
沖
縄
「
建
白
書
」
の
管
理
に
つ
い
て
、
先
に
提
出
し
た
質
問
主
意
書
と
併
せ
、
衆
議
院
安
全
保
障
委
員

会
で
防
衛
大
臣
に
も
見
解
を
質
し
て
き
た
。
そ
の
際
、
小
野
寺
五
典
元
防
衛
大
臣
は
「
私
個
人
と
し
て
は
、
こ
れ
は
公
文
書

館
に
送
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
の
必
要
性
は
十
分
認
識
し
て
い
る
」
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
）
、
江
渡

三



聡
徳
前
防
衛
大
臣
は
「
私
も
小
野
寺
大
臣
と
同
じ
思
い
で
い
る
」
（
同
年
十
月
十
七
日
）
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
中
谷
元
防

衛
大
臣
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


